
国際競争ネットワーク（ICN）の概要

ＩＣＮの目的は・・・

 競争法執行及び競争政策分野における手続や慣行の全世界への普及
 手続面及び実体面に係る提言の策定
 効果的な国際協力の促進の模索

ＩＣＮの主な活動内容・・・

 年次総会、各種ワークショップの開催
 電話会議／電話セミナー／ウェブセミナーの開催
 ＩＣＮ成果物の取りまとめ・実施

ＩＣＮとは・・・
 競争法の国際的収れんを目的として、平成１３年１０月に設立された、各国・地域の競争当局によるネットワーク
 国際機関（OECDなど）、弁護士、エコノミスト等も非政府アドバイザー（NGA）として議論に参加
 固有の建物や常設の事務局を持たないバーチャルな組織
 １３９の国・地域から１５２の競争当局が参加（令和８年３月末現在）

 カルテルに対する法執行における国内的及び国際的な諸問題に対処することを目的として設置された作業部会。公正
取引委員会は、令和８年５月から共同議長を務めている。

 アドボカシー活動の有効性を向上させることを目的として設置された作業部会。公正取引委員会は、令和５年10月
から令和８年５月まで共同議長（令和６年５月までは共同議長代行）を務めていた。

 競争政策の有効性に関する諸問題とその有効性を達成するために最もふさわしい競争当局の組織設計を検討するこ
とを目的として設置された作業部会。

 ICNの活動全体を管理している委員会であり、公正取引委員会を含む主要な2２の競争当局の代表者で構成されてい
る。

 ICNに関する基本的なルール作りやICNの加盟審査といったICNの運営に関する事項を担当する作業部会。
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 事業者による反競争的単独行為に対する規制の在り方等について議論することを目的として設置された作業部会。

 公正取引委員会は、令和２年5月から令和５年10月まで共同議長を務め、令和５年３月に、東京においてICN単独行
為ワークショップを開催した。

 企業結合審査の効率性を高めるとともに、その手続面及び実体面の収れんを促進し、国際的企業結合の審査を効率化
することを目的として設置された作業部会。

メンバーシップ作業部会

ＩＣＮの組織は・・・

 デジタル分野に係る専門的な知見・経験の共有や競争当局に所属する技術者の交流等を目的として設置されたグル
ープ。

技術者グループ


